
募
集

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

広報いよし (16)

産
業
別
最
低
賃
金
改
正

　

愛
媛
労
働
局
で
は
、
産
業
別
最
低

賃
金
を
改
正
し
、
平
成
１７
年
１２
月
２５

■
申
込
方
法　

受
講
希
望
講
座
名〔
第

１
、
第
２
希
望（
あ
る
場
合
の
み
）〕、
郵

便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を

記
入
の
う
え
、
往
復
は
が
き
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
は
が
き
１
枚
に
つ
き
１
人
で
す
。
連
名 

　

で
の
申
し
込
み
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
抽
選
に
よ
り

　

決
定
し
ま
す
。

■
受
付
期
間　

３
月
１
日
㈬
〜
２３
日

㈭（
必
着
）

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

愛
媛
県
花
き
総
合
指
導
セ
ン
タ
ー

（
〒
７
９
１
ー
０
２
２
２
、
東
温
市
下

林
甲
２
２
１
０
ー
１
、
☎
９
６
４
ー

５
８
６
７
）
へ
。

平
成
１８
年
度

国
家
公
務
員
採
用
試
験

■
試
験
の
種
類　

【
大
学
卒
業
程
度
】
　

国
家
公
務
員
採

用
Ⅰ
種
・
Ⅱ
種
、
国
税
専
門
官
、
労
働

基
準
監
督
官
、
法
務
教
官
、
航
空
管

制
官

【
高
校
卒
業
程
度
】
　

海
上
保
安
学
校

平
成
１８
年
度

花
き
研
修
講
座
受
講
者

　

伊
予
農
業
高
校
生
物
工
学
科
で
は
、

左
記
の
日
程
で
毎
年
恒
例
の
「
ラ
ン

展
」
を
実
施
し
ま
す
。
ぜ
ひ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

■
日
時　

３
月
２１
日
㈫（
春
分
の
日
）

９
時
〜
１４
時　

※
雨
天
決
行

■
場
所　

伊
予
農
業
高
校
第
一
体
育

館　※
駐
車
場
は
、
学
校
内
を
お
使
い
く
だ
さ

　

い
。

■
内
容　

ラ
ン
等
の
展
示
・
販
売
、
研

究
発
表
会
、
抽
選
会
ほ
か

■
問
い
合
わ
せ　

伊
予
農
業
高
校
生

物
工
学
科（
下
吾
川
１
４
３
３
、
☎

９
８
２
ー
１
２
２
５
）
へ
。

伊
予
農
業
高
校

生
物
工
学
科
ラ
ン
展

講座名 対象 定員 受講料

花づくり

一般

４０人 無料
※実費徴収の場合もある切り花菊栽培

押し花 ２０人
年間 ２５，２００円
（教材費込み）

フラワー
デザイン

３０人
年間 ２０，０００円
（教材費込み）

バイテク
生産者、
指導者など

１５人 無料

今
治
精
華
高
等
学
校

通
信
制
課
程
受
講
生

■
出
願
資
格　

中
学
校
を
卒
業
し
て

い
る
方（
卒
業
見
込
み
を
含
む
）、
中

学
校
卒
業
程
度
の
学
力
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
方
、
現
在
高
等
学
校
に

在
籍
中（
休
学
含
む
）
の
方
、
高
等
学

校
を
中
途
退
学
し
た
方
な
ど

■
コ
ー
ス　

【
本
科
コ
ー
ス
】　

本
校
通
信
制
課
程

に
在
籍
し
、
高
等
学
校
普
通
科
の
課

程
を
修
了
し
ま
す
。
転
入
学
生
・
編
入

学
生
に
つ
い
て
は
、
前
籍
校
で
の
在

籍
期
間
と
修
得
単
位
の
一
部
を
認
定

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
併
修
コ
ー
ス
】　

他
の
通
信
制
高
校

及
び
定
時
制
高
校
に
在
籍
し
、
不
足

単
位
を
本
校
通
信
制
課
程
で
補
い
ま

す
。

【
選
科
コ
ー
ス
】　

本
校
選
科
生
と
し

て
修
得
し
た
単
位
に
つ
い
て
、
大
学

入
学
資
格
検
定
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

■
出
願
期
間　

前
期
生　

３
月
１
日

㈬
〜
４
月
２７
日
㈭
、
後
期
生　

９
月

１
日
㈮
〜
２９
日
㈮

※
転
入
学
生
、
編
入
学
生
の
随
時
募
集
を

　

行
っ
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

今
治
精
華
高
等

学
校
通
信
制
課
程
本
校（
今
治
市

中
日
吉
町
２
丁
目
１
番
３４
号
、
☎

０
８
９
８
ー
３
２
ー
７
１
０
０
、

E-m
ail:m

ail2
@
im
abariseika.ac.jp

、

http://w
w
w
.im
abariseika.ac.jp/

）

又

は
松
山
校（
松
山
市
大
街
道
１
丁
目

１
ー
６
、
☎
９
３
１
ー
４
５
１
１
、

E-m
ail:seika@

sgr.e-catv.ne.jp

）
へ
。

学
生（
特
別
）、
国
家
公
務
員
Ⅲ
種
、
刑

務
官
、
入
国
警
備
官
、
皇
宮
護
衛
官
、

航
空
保
安
大
学
校
学
生
、
海
上
保
安

学
校
学
生
、
海
上
保
安
大
学
校
学
生
、

気
象
大
学
校
学
生

※
応
募
資
格
、
受
付
期
間
、
試
験
日
等
は

　

そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

詳
し
い
内
容
は
、

人
事
院
四
国
事
務
局
第
二
課
試
験
係

（
☎
０
８
７
ー
８
３
１
ー
４
７
６
５
、

http://w
w
w
.jinji.go.jp/

）
へ
。

国
立
大
学
法
人
等

職
員
採
用
試
験

　

中
国
・
四
国
地
区
国
立
大
学
法
人

等
職
員
採
用
試
験
の
試
験
案
内
の
配

布
が
始
ま
り
ま
し
た
。

■
出
願
資
格　

昭
和
５２
年
４
月
２
日

か
ら
昭
和
６２
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の

方■
受
付
期
間　

４
月
１
日
㈯
〜
１０
日

㈪■
第
一
次
試
験
日　

５
月
２１
日
㈰

■
問
い
合
わ
せ　

詳
し
く
は
、
中

国
・
四
国
地
区
国
立
大
学
法
人
等
採

用
試
験
実
施
委
員
会
採
用
試
験
事

務
室（
広
島
県
東
広
島
市
鏡
山
１
ー

３
ー
２
、
広
島
大
学
人
事
部
内
、
☎

０
８
２
ー
４
２
４
ー
５
６
１
６
、

E-m
ail:shikenjim

u@
office.hiroshim

a-

u.ac.jp

）
へ
。

■場所　愛媛県花き総合指導センター



《無料人権相談》

○日時　１０：００～１５：００

　本庁地区　３月８日（水）

　市民会館３階和室

　双海地区　３月１０日（金）

　双海保健センター

《心配ごと相談》

○ 日時・場所　１３：３０～１６：００（祝日

と年末年始は除く）　社会福祉協議

会各事務所

　伊予事務所　毎週水曜日

　中山事務所　毎月第２木曜日

　双海事務所　毎月第２・４水曜日

○弁護士相談日時・場所（要予約）

　３月１５日（水）、１３：３０～１６：００

　社会福祉協議会伊予事務所

《行政相談》

○本庁地区　毎月第３金曜日

　１０：００～１５：００　生野 勝さん方

　（☎９８２－２０８５）
○中山地区　毎月１０日

　１０：００～１５：００　仙波 道淳さん方

　（☎９６７－１０２０）
○双海地区　毎月第２火曜日

　９：００～１５：００　山口 隆義さん方

　（☎９８７－０６３０）
《家庭児童相談室》

○ 日時　土・日曜日、祝日、年末年始

を除く毎日、８：３０～１７：００

○相談先　伊予市福祉課内家庭相談員

（☎９８２ー１１１１内線５３８）
《女性のための相談》

○ 日時　法律相談／毎週木曜日、健康

相談／毎週金曜日、１３：００～１４：３０

（第５週と祝日は除く）　

○ 場所　愛媛県女性総合センター（松

山市山越町４５０、☎９２６ー１６４４）
《在宅介護支援センター２４時間相談》

　年中無休、２４時間体制で在宅寝たき

　り高齢者などの介護者の電話相談に

　応じます。

○ 相談先　社会福祉協議会伊予事務

所☎９８３ー６２２４、伊予あいじゅ☎
９８２ー６６６８、いよ☎９８３ー２２２５、
森の園☎９８２ー７４７４、なかやま幸
梅園☎９６７－０３００、双海夕なぎ荘
☎９８６－０１３１

《不動産相談》

○ 日時　毎月１０日（土・日曜日、祝日

の場合は翌日）、１３：００～１５：００

○場所　ふるさと創生館

○相談先　宅建協会伊予支部

各種相談
相談無料、秘密厳守

自
動
車
保
険
請
求

相
談
セ
ン
タ
ー

あ
た
た
か
い
善
意
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

事
業
主
の
皆
さ
ん

労
災
保
険
に

加
入
し
て
い
ま
す
か

広報いよし(17)

　

労
働
者
を
１
人
で
も
雇
っ
て
い
る

事
業
主
は
、
原
則
と
し
て
労
災
保
険

の
加
入
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

平
成
１７
年
１１
月
１
日
か
ら
、
労
災

保
険
未
加
入
の
事
業
主
に
対
す
る
費

用
徴
収
制
度
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
事
業
主
が
労
災
保
険

の
加
入
手
続
を
怠
っ
て
い
た
期
間
中

に
労
災
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
遡
っ

て
保
険
料
を
徴
収
す
る
ほ
か
に
、
労

災
保
険
か
ら
給
付
を
受
け
た
金
額
の

１００
％
又
は
４０
％
を
事
業
主
か
ら
徴
収

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

愛
媛
労
働
局
労
働

基
準
部
労
災
補
償
課（
☎
９
３
５
ー

５
２
０
６
）
又
は
松
山
労
働
基
準
監
督

署
労
災
課
（
☎
９
１
７
ー
５
２
５
０
）

へ
。

　

交
通
事
故
の
解
決
に
お
困
り
の
方

の
た
め
に
、
㈳
日
本
損
害
保
険
協
会

四
国
支
部
で
は
、
松
山
自
動
車
保
険

請
求
相
談
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
自

動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
、
任
意
自

動
車
保
険
の
請
求
に
つ
い
て
、
無
料

で
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

■
相
談
日
時　

月
曜
〜
金
曜（
祝
日
を

除
く
）、
９
時
〜
１２
時
、
１３
時
〜
１７
時

■
弁
護
士
相
談
日
時　

毎
週
木
曜
、
１３
時
〜
１６
時（
予
約
制
・

相
談
無
料
・
要
面
談
）

■
問
い
合
わ
せ　

㈳
日
本
損
害
保

険
協
会
四
国
支
部
松
山
自
動
車
保
険

請
求
相
談
セ
ン
タ
ー（
松
山
市
三
番

町
４
ー
１２
ー
７
、三
井
住
友
海
上
松

山
三
番
町
ビ
ル
３
階
、
☎
９
４
５
ー

２
３
３
５
、http://w

w
w
.sonpo.or.jp

）

へ
。

　

愛
媛
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
で
は
、

愛
媛
県
司
法
書
士
会
、
松
山
公
証
人

会
と
共
催
で
、
表
示
登
記
の
日
に
無

料
登
記
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

■
日
時　

４
月
５
日
㈬
、
１０
時
〜
１５

時■
場
所　

伊
予
市
市
民
会
館

■
相
談
内
容　

土
地
・
建
物
の
登
記

に
関
す
る
も
の
、
土
地
の
境
界
に
関

す
る
も
の
、
供
託
の
手
続
に
関
す
る

も
の
、
訴
訟
手
続（
書
類
作
成
等
）
に

関
す
る
も
の
、
公
正
証
書
の
作
成
各

種
認
可
手
続
な
ど
を
中
心
に
、
関
連

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
も
お
受
け
し

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

愛
媛
県
土
地
家
屋

調
査
士
会（
☎
９
４
３
ー
６
７
６
９
）

又
は
愛
媛
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
松

山
支
部（
☎
９
４
７
ー
５
７
５
１
）
へ
。

「
４
月
５
日
・
表
示
登
記
の
日
」

無
料
登
記
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

《
一
般
寄
附
》

○
伊
予
地
区
高
齢
者
家
庭
相
談
員

　《
香
典
返
し
》

○
田
中　

裕
昭（
米
湊
）
亡
父　

明
春

○
藤
本　

正
博（
中
山
町
佐
礼
谷
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

亡
父　

圭
一

○
中
村　

光
行（
双
海
町
高
岸
甲
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 

亡
母　

登
志
子

○
田
中　

孝（
灘
町
）    

亡
父　

勝

○
今
崎　

千
栄
子（
中
山
町
中
山
丑
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

亡
夫　

壽
雄

○
大
熊　

隆（
大
平
）    

亡
父　

義
忠

ま
ご
こ
ろ
銀
行
（
敬
称
略
）

日
か
ら
施
行
し
ま
し
た
。
施
行
後
の

１
時
間
当
た
り
の
最
低
賃
金
額
は
次

の
と
お
り
で
す
。

①
パ
ル
プ
、
紙
製
造
業　

 

７４０
円

②
一
般
機
械
器
具
製
造
業 　

 

７５６
円

③
電
気
機
械
器
具
、
情
報
通
信
機
械

　

器
具
、
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
製
造

　

業　

７１６
円

④
各
種
商
品
小
売
業　

６７０
円

⑤
船
舶
製
造
・
修
理
業
、
舶
用
機
関
製

造
業（
７６４
円
）
の
平
成
１７
年
度
の
改
正

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
①
か
ら
⑤
す
べ
て
の
最
低

賃
金
に
は
適
用
除
外
の
労
働
者
が
、

①
と
③
の
最
低
賃
金
に
は
適
用
除
外

の
業
種
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

詳
し
く
は
、
愛

媛
労
働
局
賃
金
室（
☎
９
３
５
ー

５
２
０
５
）、
又
は
松
山
労
働
基
準
監

督
署（
☎
９
１
７
ー
５
２
５
０
）
へ
。


